
 

1頁 

○
総
務
省
令
第
六
号 

 

電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

令
和
四
年
二
月
二
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

総
務
大
臣 

金
子 

恭
之 

 
 

 

電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令 

 

電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以

下
「
対
象
規
定
」
と
い
う

。
）

は
、
こ
れ
を
加
え
る
。 



 

2頁 

  
 

 

改 
 

正 
 

後 
 

改 
 

正 
 

前 
（
提
供
条
件
の
説
明
） 

（
提
供
条
件
の
説
明
） 

第
二
十
二
条
の
二
の
三 

［
略
］ 

第
二
十
二
条
の
二
の
三 

［
同
上
］ 

［
一
～
七 
略
］ 

［
一
～
七 

同
上
］ 

八 

次
に
掲
げ
る
事
項
そ
の
他
の
利
用
者
か
ら
の
申
出
に
よ
る
契
約
の
変
更
又
は
解
除
の
条
件
等
に
関
す
る
定

め
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
内
容 

八 

［
同
上
］ 

 
 

［
イ
・
ロ 

略
］ 

 
 

［
イ
・
ロ 

同
上
］ 

 

ハ 

契
約
の
変
更
又
は
解
除
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
電
気
通
信
役
務
の
提
供
の
た
め
に
電
気
通
信
事
業
者

が
貸
与
し
た
端
末
設
備
の
返
還
又
は
引
取
り
に
要
す
る
経
費
そ
の
他
貸
与
し
た
物
品
に
係
る
費
用
を
利
用

者
が
負
担
す
る
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
内
容 

 

ハ 

契
約
の
変
更
又
は
解
除
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
電
気
通
信
役
務
の
提
供
の
た
め
に
電
気
通
信
事
業
者

が
貸
与
し
た
端
末
設
備
の
返
還
又
は
引
取
り
に
要
す
る
経
費
を
利
用
者
が
負
担
す
る
必
要
が
あ
る
と
き

は
、
そ
の
内
容 

 

［
九
・
十 

略
］ 

 

［
九
・
十 

同
上
］ 

［
２ 

略
］ 

［
２ 

同
上
］ 

３ 

提
供
条
件
概
要
説
明
は
、
説
明
事
項
等
（
基
本
説
明
事
項
又
は
前
項
各
号
に
定
め
る
事
項
を
い
い
、
電
気
通

信
事
業
者
が
自
ら
提
供
条
件
概
要
説
明
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
電
気
通
信
事
業
者
の
法
第
十
一
条
第

一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
登
録
番
号
又
は
第
九
条
第
九
項
若
し
く
は
第
六
十
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
届
出

番
号
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
分
か
り
や
す
く
記
載
し
た
書
面
（
カ
タ
ロ
グ
、
パ
ン
フ
レ

ッ
ト
等
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
説
明
書
面
」
と
い
う
。
）
を
交
付
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
利
用
者
が
、
説
明
書
面
の
交
付
に
代
え
て
、
次
の
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
説
明
す
る
こ
と
に

了
解
し
た
と
き
（
利
用
者
が
電
話
に
よ
り
そ
の
意
思
を
表
示
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
説
明
書
面
の
交
付
に
代

え
て
、
次
の
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
説
明
す
る
こ
と
を
求
め
た
と
き
（
そ
の
理
由
が
、
書
面
の
交
付
を
求
め

な
い
こ
と
を
条
件
と
し
た
利
益
の
供
与
で
あ
る
と
き
又
は
電
気
通
信
事
業
者
に
よ
る
誘
導
に
起
因
す
る
も
の
で

あ
る
と
き
を
除
く
。
）
）
は
、
こ
れ
ら
の
方
法
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

提
供
条
件
概
要
説
明
は
、
説
明
事
項
等
（
基
本
説
明
事
項
又
は
前
項
各
号
に
定
め
る
事
項
を
い
い
、
電
気
通

信
事
業
者
が
自
ら
提
供
条
件
概
要
説
明
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
電
気
通
信
事
業
者
の
法
第
十
一
条
第

一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
登
録
番
号
又
は
第
九
条
第
九
項
若
し
く
は
第
六
十
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
届
出

番
号
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
分
か
り
や
す
く
記
載
し
た
書
面
（
カ
タ
ロ
グ
、
パ
ン
フ
レ

ッ
ト
等
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
説
明
書
面
」
と
い
う
。
）
を
交
付
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
利
用
者
が
、
説
明
書
面
の
交
付
に
代
え
て
、
次
の
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
説
明
す
る
こ
と
に

了
解
し
た
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
方
法
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

［
一
～
六 

略
］ 

［
一
～
六 

同
上
］ 

［
４
・
５ 

略
］ 

［
４
・
５ 

同
上
］ 

６ 

法
第
二
十
六
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
対
象
契
約
の
締
結
を
し
よ

う
と
す
る
場
合
と
す
る
。 

６ 

［
同
上
］ 

一 

法
人
そ
の
他
の
団
体
で
あ
る
利
用
者
と
そ
の
営
業
の
た
め
に
若
し
く
は
そ
の
営
業
と
し
て
締
結
す
る
契
約

又
は
個
人
で
あ
る
利
用
者
と
専
ら
そ
の
営
業
と
し
て
締
結
す
る
契
約
（
営
利
を
目
的
と
し
な
い
法
人
そ
の
他

の
団
体
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
事
業
の
た
め
に
又
は
そ
の
事
業
と
し
て
締
結
す
る
契
約
。
第
二
十
二
条
の
二
の

十
三
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
十
二
条
の
二
の
十
三
の
二
に
お
い
て
「
法
人
契
約
」
と
い
う
。
） 

一 

法
人
そ
の
他
の
団
体
で
あ
る
利
用
者
と
そ
の
営
業
の
た
め
に
又
は
そ
の
営
業
と
し
て
締
結
す
る
契
約
（
営

利
を
目
的
と
し
な
い
法
人
そ
の
他
の
団
体
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
事
業
の
た
め
に
又
は
そ
の
事
業
と
し
て
締
結

す
る
契
約
。
第
二
十
二
条
の
二
の
十
三
第
二
項
第
一
号
に
お
い
て
「
法
人
契
約
」
と
い
う
。
） 

［
二
～
五 

略
］ 
［
二
～
五 

同
上
］ 

 

（
利
用
者
の
利
益
の
保
護
の
た
め
支
障
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
行
為
） 

 

第
二
十
二
条
の
二
の
十
三
の
二 

法
第
二
十
七
条
の
二
第
四
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
行
為
は
、
次
に
掲
げ
る
行

為
と
す
る
。 

［
新
設
］ 

 

一 

や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
利
用
者
が
電
気
通
信
役
務
（
法
第
二
十
六
条
第
一
項
各
号
に

掲
げ
る
電
気
通
信
役
務
に
限
る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
す
る
契
約
（
法
人
契
約
を
除
く
。
次
号
に

お
い
て
同
じ
。
）
を
遅
滞
な
く
解
除
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
い
こ
と
。 

 



 

3頁 

 
二 

電
気
通
信
役
務
に
関
す
る
契
約
の
解
除
に
伴
い
当
該
電
気
通
信
役
務
の
利
用
者
が
支
払
う
べ
き
金
額
と
し

て
次
に
定
め
る
額
に
こ
れ
に
対
す
る
法
定
利
率
に
よ
る
遅
延
損
害
金
の
額
を
加
算
し
た
金
額
を
超
え
る
金
額

を
請
求
す
る
こ
と
。 

 

 
 

イ 

当
該
契
約
の
解
除
ま
で
に
提
供
さ
れ
た
電
気
通
信
役
務
及
び
当
該
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
付
随
し
て

提
供
さ
れ
た
有
償
継
続
役
務
（
当
該
契
約
の
解
除
に
伴
い
そ
の
提
供
が
中
止
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
の

対
価
に
相
当
す
る
額
（
ハ
か
ら
ト
ま
で
に
規
定
す
る
費
用
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
か
ら
既
に
払
い
込
ま

れ
た
額
を
除
い
た
額 

 

 
 

ロ 

契
約
の
締
結
か
ら
一
定
期
間
内
に
当
該
契
約
の
変
更
又
は
解
除
を
行
つ
た
こ
と
（
第
二
十
二
条
の
二
の

十
七
第
二
号
に
お
い
て
「
期
間
内
変
更
等
」
と
い
う
。
）
を
理
由
と
し
て
求
め
る
違
約
金
そ
の
他
の
経
済

的
な
負
担
（
第
二
十
二
条
の
二
の
十
七
に
お
い
て
「
違
約
金
等
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
定
め
（
以
下
こ

の
号
、
第
二
十
二
条
の
二
の
十
六
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
十
二
条
の
二
の
十
七
に
お
い
て
「
違
約
金
等

の
定
め
」
と
い
う
。
）
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
に
基
づ
き
請
求
す
る
当
該
電
気
通
信
役
務
及
び

当
該
有
償
継
続
役
務
の
一
月
当
た
り
の
料
金
に
相
当
す
る
額 

 

 
 

ハ 

当
該
電
気
通
信
役
務
及
び
当
該
有
償
継
続
役
務
の
提
供
に
必
要
な
工
事
そ
の
他
の
作
業
（
以
下
こ
の
号

に
お
い
て
「
工
事
等
」
と
い
う
。
）
（
他
に
転
用
で
き
な
い
設
備
と
し
て
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
も

の
に
係
る
も
の
に
限
り
、
こ
れ
に
付
随
す
る
も
の
を
含
む
。
ニ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
通
常
要
す
る
費
用

（
当
該
費
用
と
し
て
利
用
者
に
通
常
請
求
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
額

に
、
当
該
電
気
通
信
役
務
の
提
供
が
開
始
さ
れ
た
日
の
属
す
る
月
か
ら
当
該
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
関

す
る
契
約
の
満
了
の
日
が
属
す
る
月
ま
で
の
月
数
（
契
約
期
間
の
定
め
が
な
い
場
合
は
、
当
該
電
気
通
信

役
務
の
提
供
が
開
始
さ
れ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
か
ら
当
該
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
関
す
る
契
約
の

解
除
の
日
が
属
す
る
月
ま
で
の
月
数
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
契
約
満
了
月
数
」
と
い
う
。
）
か
ら
当

該
電
気
通
信
役
務
の
提
供
が
開
始
さ
れ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
か
ら
当
該
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
関

す
る
契
約
の
解
除
の
日
が
属
す
る
月
ま
で
の
月
数
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
契
約
月
数
」
と
い
う
。
）

を
控
除
し
た
月
数
を
契
約
満
了
月
数
で
除
し
て
得
た
率
又
は
二
十
四
月
か
ら
契
約
月
数
を
控
除
し
た
月
数

を
二
十
四
月
で
除
し
て
得
た
率
の
い
ず
れ
か
高
い
率
を
乗
じ
て
得
た
額
（
当
該
契
約
の
締
結
に
際
し
て
又

は
当
該
契
約
の
期
間
内
に
当
該
工
事
等
が
行
わ
れ
た
場
合
に
限
る
。
） 

 

 
 

ニ 

当
該
電
気
通
信
役
務
及
び
当
該
有
償
継
続
役
務
の
提
供
に
関
す
る
契
約
の
解
除
に
際
し
て
必
要
と
な
る

工
事
等
（
ホ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
通
常
要
す
る
費
用
の
額
に
、
契
約
満
了
月
数
か
ら
契
約
月
数

を
控
除
し
た
月
数
を
契
約
満
了
月
数
で
除
し
て
得
た
率
又
は
二
十
四
月
か
ら
契
約
月
数
を
控
除
し
た
月
数

を
二
十
四
月
で
除
し
て
得
た
率
の
い
ず
れ
か
高
い
率
を
乗
じ
て
得
た
額
（
当
該
工
事
等
が
行
わ
れ
る
場
合

に
限
る
。
） 

 

 
 

ホ 

当
該
電
気
通
信
役
務
及
び
当
該
有
償
継
続
役
務
の
提
供
に
関
す
る
契
約
の
解
除
に
際
し
て
利
用
者
の
求

め
に
応
じ
て
行
わ
れ
る
工
事
等
（
利
用
者
が
他
の
電
気
通
信
事
業
者
の
電
気
通
信
役
務
の
提
供
を
受
け
る

た
め
に
必
要
な
工
事
等
に
あ
つ
て
は
、
専
ら
当
該
利
用
者
の
便
宜
を
図
る
た
め
に
行
わ
れ
る
も
の
に
限

る
。
）
の
た
め
に
通
常
要
す
る
費
用
の
額
及
び
当
該
工
事
等
に
伴
う
除
却
に
よ
り
生
じ
る
損
失
の
額
に
相

当
す
る
額 

 



 

4頁 

 
 

ヘ 

当
該
電
気
通
信
役
務
及
び
当
該
有
償
継
続
役
務
の
提
供
に
必
要
な
電
気
通
信
設
備
（
他
に
転
用
で
き
な

い
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
除
却
に
よ
り
生
じ
る
損
失
の
額
に
相
当

す
る
額
（
当
該
費
用
と
し
て
利
用
者
に
通
常
請
求
す
る
も
の
に
限
り
、
ホ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

に
、
契
約
満
了
月
数
か
ら
契
約
月
数
を
控
除
し
た
月
数
を
契
約
満
了
月
数
で
除
し
て
得
た
率
又
は
二
十
四

月
か
ら
契
約
月
数
を
控
除
し
た
月
数
を
二
十
四
月
で
除
し
て
得
た
率
の
い
ず
れ
か
高
い
率
を
乗
じ
て
得
た

額 

 

 
 

ト 

当
該
電
気
通
信
役
務
及
び
当
該
有
償
継
続
役
務
の
提
供
に
当
た
り
端
末
設
備
そ
の
他
の
物
品
を
利
用
者

に
貸
与
し
た
場
合
は
、
当
該
物
品
の
通
常
の
使
用
料
に
相
当
す
る
額
か
ら
既
に
払
い
込
ま
れ
た
額
を
除
い

た
額
（
た
だ
し
、
当
該
物
品
が
正
常
に
機
能
し
な
い
状
態
と
な
つ
た
場
合
又
は
当
該
物
品
が
返
還
さ
れ
な

い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
こ
れ
に
当
該
物
品
の
取
得
の
た
め
に
通
常
要
す
る
価
額
に
相
当
す
る
額
を
加
え
た

額
） 

 

（
電
気
通
信
事
業
者
間
の
適
正
な
競
争
関
係
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
利
益
の
提
供
） 

 

（
電
気
通
信
事
業
者
間
の
適
正
な
競
争
関
係
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
利
益
の
提
供
） 

第
二
十
二
条
の
二
の
十
六 

法
第
二
十
七
条
の
三
第
二
項
第
一
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
利
益
の
提
供
は
、
次
に

掲
げ
る
利
益
の
提
供
と
す
る
。 

第
二
十
二
条
の
二
の
十
六 

［
同
上
］ 

一 

移
動
電
気
通
信
役
務
を
継
続
的
に
利
用
す
る
こ
と
（
移
動
電
気
通
信
役
務
を
継
続
的
に
利
用
す
る
こ
と
と

な
る
こ
と
を
含
み
、
違
約
金
等
の
定
め
の
あ
る
契
約
で
あ
つ
て
当
該
違
約
金
等
の
定
め
に
係
る
期
間
が
一
年

以
下
の
期
間
で
あ
り
、
か
つ
、
同
一
の
条
件
に
よ
る
更
新
が
で
き
な
い
も
の
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
一

年
以
下
最
低
利
用
期
間
契
約
」
と
い
う
。
）
の
み
又
は
一
年
以
下
最
低
利
用
期
間
契
約
及
び
違
約
金
等
の
定

め
が
な
い
契
約
の
み
に
よ
り
移
動
電
気
通
信
役
務
を
提
供
し
て
い
る
電
気
通
信
事
業
者
と
の
間
で
一
年
以
下

最
低
利
用
期
間
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
継
続
利
用
」
と
い
う
。
）
及
び

当
該
移
動
電
気
通
信
役
務
の
提
供
を
受
け
る
た
め
に
必
要
な
移
動
端
末
設
備
と
な
る
電
気
通
信
設
備
（
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
設
備
」
と
い
う
。
）
の
購
入
等
（
購
入
、
賃
借
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
行
為
を

い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
す
る
こ
と
（
当
該
対
象
設
備
の
購
入
等
を
す
る
こ
と
と
な
る
こ

と
を
含
む
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
条
件
と
し
、
又
は
新
た
に
移
動
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
関
す
る

契
約
を
締
結
す
る
こ
と
（
新
た
に
移
動
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
関
す
る
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
と
な
る
こ

と
を
含
み
、
継
続
利
用
に
限
る
。
）
を
条
件
と
す
る
次
に
掲
げ
る
利
益
の
提
供 

一 

移
動
電
気
通
信
役
務
を
継
続
的
に
利
用
す
る
こ
と
（
移
動
電
気
通
信
役
務
を
継
続
的
に
利
用
す
る
こ
と
と

な
る
こ
と
を
含
み
、
違
約
金
等
の
定
め
（
次
条
第
一
号
に
規
定
す
る
違
約
金
等
の
定
め
を
い
う
。
以
下
こ
の

号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
あ
る
契
約
で
あ
つ
て
当
該
違
約
金
等
の
定
め
に
係
る
期
間
が
一
年
以
下
の
期
間
で

あ
り
、
か
つ
、
同
一
の
条
件
に
よ
る
更
新
が
で
き
な
い
も
の
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
一
年
以
下
最
低
利

用
期
間
契
約
」
と
い
う
。
）
の
み
又
は
一
年
以
下
最
低
利
用
期
間
契
約
及
び
違
約
金
等
の
定
め
が
な
い
契
約

の
み
に
よ
り
移
動
電
気
通
信
役
務
を
提
供
し
て
い
る
電
気
通
信
事
業
者
と
の
間
で
一
年
以
下
最
低
利
用
期
間

契
約
を
締
結
す
る
こ
と
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
継
続
利
用
」
と
い
う
。
）
及
び
当
該
移
動
電
気

通
信
役
務
の
提
供
を
受
け
る
た
め
に
必
要
な
移
動
端
末
設
備
と
な
る
電
気
通
信
設
備
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
「
対
象
設
備
」
と
い
う
。
）
の
購
入
等
（
購
入
、
賃
借
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
行
為
を
い
う
。
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
す
る
こ
と
（
当
該
対
象
設
備
の
購
入
等
を
す
る
こ
と
と
な
る
こ
と
を
含
む
。
次

号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
条
件
と
し
、
又
は
新
た
に
移
動
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
関
す
る
契
約
を
締
結
す

る
こ
と
（
新
た
に
移
動
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
関
す
る
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
と
な
る
こ
と
を
含
み
、
継

続
利
用
に
限
る
。
）
を
条
件
と
す
る
次
に
掲
げ
る
利
益
の
提
供 

 

［
二 

略
］ 

 

［
二 

同
上
］ 

［
２ 

略
］ 

［
２ 

同
上
］ 

 

（
電
気
通
信
事
業
者
間
の
適
正
な
競
争
関
係
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
料
金
そ
の
他
の
提
供
条
件
） 

 

（
電
気
通
信
事
業
者
間
の
適
正
な
競
争
関
係
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
料
金
そ
の
他
の
提
供
条
件
） 

第
二
十
二
条
の
二
の
十
七 

法
第
二
十
七
条
の
三
第
二
項
第
二
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
料
金
そ
の
他
の
提
供
条

件
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

第
二
十
二
条
の
二
の
十
七 

［
同
上
］ 

一 

違
約
金
等
の
定
め
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
違
約
金
等
の
定
め
に
係
る
期
間
が
二
年
を
超
え
る
期
間

で
あ
る
こ
と
。 

 

一 
違
約
金
等
の
定
め
（
契
約
の
締
結
か
ら
一
定
期
間
内
に
当
該
契
約
の
変
更
又
は
解
除
を
行
つ
た
こ
と
（
次

号
に
お
い
て
「
期
間
内
変
更
等
」
と
い
う
。
）
を
理
由
と
し
て
求
め
る
違
約
金
そ
の
他
の
経
済
的
な
負
担

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
違
約
金
等
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
定
め
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
違
約
金
等
の
定
め
に
係
る
期
間
が
二
年
を
超
え
る
期
間
で
あ
る
こ

と
。 



 

5頁 

 
［
二
～
六 

略
］ 

 

［
二
～
六 

同
上
］ 

（
電
気
通
信
事
業
者
の
業
務
に
関
す
る
規
定
の
準
用
） 

（
電
気
通
信
事
業
者
の
業
務
に
関
す
る
規
定
の
準
用
） 

第
四
十
条 
［
略
］ 

第
四
十
条 

［
同
上
］ 

［
２
～
４ 
略
］ 

［
２
～
４ 

同
上
］ 

５ 

法
第
七
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
七
条
の
二
第
四
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
行
為
は
、
第

二
十
二
条
の
二
の
十
三
の
二
の
規
定
を
準
用
す
る
。 

［
新
設
］ 

 
 

 
 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。 



 

 

６頁 

附 

則 
（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
省
令
は
、
令
和
四
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
利
用
者
保
護
に
関
す
る
規
定
の
適
用
に
関
す
る
特
例
） 

２ 

こ
の
省
令
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う

。
）

の
前
日
に
お
い
て
現
に
締
結
さ
れ
て
い
る
電
気
通
信
役

務
（
法
第
二
十
六
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
電
気
通
信
役
務
に
限
る

。
）

の
提
供
に
関
す
る
契
約
及
び
当
該
契
約
の

一
部
の
変
更
（
施
行
日
の
前
日
に
お
け
る
当
該
契
約
の
提
供
条
件
に
お
い
て
利
用
者
か
ら
の
申
出
に
よ
り
変
更
す
る

こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
範
囲
内
で
利
用
者
か
ら
の
申
出
に
よ
り
行
う
も
の
又
は
利
用
者
の
住
所
の
変
更

そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
軽
微
な
変
更
で
あ
つ
て
利
用
者
の
利
益
の
保
護
の
た
め
支
障
を
生
ず
る
こ
と
が
な
い
も
の
に

限
る

。
）

又
は
更
新
（
当
該
変
更
を
内
容
と
す
る
契
約
の
更
新
を
含
む

。
）

を
内
容
と
す
る
契
約
に
つ
い
て
は
、
当

分
の
間
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
第
二
十
二
条
の
二
の
十
三
の
二
第
二
号
の
規
定

は
、
適
用
し
な
い
。 

３ 

前
項
の
規
定
は
、
届
出
媒
介
等
業
務
受
託
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
中
「
の
締
結
」

と
あ
る
の
は
「
の
締
結
の
媒
介
等
」
と
、
「
第
二
十
二
条
の
二
の
十
三
の
二
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
条
第

五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
令
第
二
十
二
条
の
二
の
十
三
の
二
第
二
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 


